
機能強化計画の要約

１．基本方針
・「ﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの機能強化に関するｱｸｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」の意図するところは、「信用金庫をはじめとする地域金融機関がその機能を充分発揮することが、
  長引く景気低迷により活力を失いかけている地域経済・地域中小企業の活性化に繋がり、ひいては金融機関の不良債権の縮減となり、金融機関自身の
  経営の健全性向上に資するものである」と認識しています。
  この考え方はまさしく当金庫の経営理念と思想を一にするものであり、また平成１５年度から平成１７年度を計画期間とする当金庫中期経営計画
  （せいしん ＲＥＡＬ　ＣＨＡＮＧＥ　ＰＬＡＮ）の考え方とも同一です。
  従いまして、当金庫といたしましては、本アクションプログラムに積極的に取り組むことを前提に「機能強化計画」を策定致しました。

２．アクションプログラムに基づく個別項目の計画

現　　状 具体的な取組み 備考（計画の詳細）
１５年度 １６年度

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み

１．創業・新事業支援機能等の強化

（１）業種別担当者の配置等融資審査態勢の強化 ・新規創業に関する融資案件については、
融資部と経営相談部が連携して対応してい
ます。
・的確な融資審査とﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟﾊﾞﾝｷﾝｸﾞの
機能強化のためには、業種・業界の特徴や
動向を的確に捉えて、審査する必要があると
認識します。

・業界動向の的確かつタイム
リーな把握のため、融資部と経
営相談部とで定期的な情報交
換を実施します。
・また、業界動向について営業
店へ情報提供を行います。
・新規創業に当たっての留意
点について営業店担当者への
説明会を開催します。

・融資部内で業種別の調査担
当者を任命して業界動向調査
の体制整備を図ります。
・融資部と経営相談部で把握
した業界動向を営業店に還元
します。
・新規創業のチェックポイントに
ついて勉強会を開催します。

・15年度と同様の取組みを継
続します。

（２）企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の育成を
目的とした研修の実施

・融資審査に係る現状の研修は財務諸表を
中心とした定量面が中心となっていますが、
今後は企業の将来性や技術力等の定性面
を見極める所謂「目利き研修」が必要と考え
ます。

取組み策等について「その
他関連する取組み」として
後段の「３」に記載してありま
す。

（３）産学官とのネットワークの構築・活用や日本政策投資銀行と
の連携。「産業クラスターサポート会議」への参画

・産学官との連携スキームは既に構築済で
すが、スキーム活用実績が殆どなく、外部ブ
レーンとの繋がりも希薄になっています。
・日本政策投資銀行との直接的な接点はあ
りません。
・当金庫の営業地域に現状「産業クラスター
計画」はありません。

・構築済の産学官連携スキー
ムを金庫内およびお取引先に
活用を周知していきます。
・外部ブレーンとの関係強化を
図っていきます。
・日本政策投資銀行と必要に
応じ情報交換を行います。

・産学官連携スキームの継続。
・外部ブレーンとの関係を再構
築します。

・産学交流センターの情報収
集をします。
・産学交流センターを活用しま
す。

（４）ベンチャー企業向け業務に係る、日本政策投資銀行、中小
企業金融公庫、商工組合中央金庫等との情報共有、協調投融
資等連携強化

・ベンチャー経営支援は以下の方策により対
応しています。
   ・せいしんベンチャー企業支援制度
   ・日本合同ファイナンス（ＪＡＦＣＯ）との提
    携

・既往提携先（ＪＡＦＣ０）との関
係強化を図ります。
・当金庫のベンチャー経営支
援のスキームを金庫内および
お取引先に周知していきま
す。
・政府系金融機関と必要に応
じ情報交換をします。

・ベンチャー経営支援体制を
継続します。
・提携先（ＪＡＦＣＯ）との関係強
化を図ります。

・15年度と同様の取組みを継
続します。

項　　　　　目 スケジュール
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（５）中小企業支援センターの活用 ・静岡県中小企業指導センター・静岡県中
小企業振興公社と人的交流・共同研究・共
同事業を実施した経緯があります。
・現在の静岡県中小企業支援センターとも
人的交流があります。
・（財）しずおか産業創造機構へ当金庫職員
が出向しています。

・従来より中小企業支援セン
ターを活用していますが、今後
も必要に応じ活用していきま
す。

・必要に応じ中小企業支援セ
ンターを活用します。
・創業サポートしずおかの定例
会議に参加します。

・15年度と同様の取組みを継
続します。

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

（１）経営情報やビジネス・マッチング情報を提供する仕組みの整
備

・経営相談部に中小企業診断士を配置し、
お取引先からの相談業務や情報提供を実
施しています。
・せいしんビジネスクラブ（お取引先の若手
経営者の会）で勉強会・異業種交流などを
実施しています。

・体制面は整備され活動も活
発に行っていることから、今後
も現在の活動を継続していき
ます。

・現在の活動を継続実施しま
す。

・現在の活動を継続実施しま
す。

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防
止のための体制整備強化並びに実績公表

・平成１３年１０月に当時の審査部内（現融資
部）に経営改善支援課を創設し、お取引先
の経営改善支援業務を開始しました。平成１
５年４月には同課の人員を増加させ活動をよ
り充実させています。
・営業店の役職者・担当者を対象に経営改
善支援のための研修を継続的に実施してい
ます。

・より効果が上がる経営改善手
法を検討します。
・経営改善スキル向上のため
各種研修へ積極的に参加しま
す。
・「静岡県中小企業再生協議
会」「しずおか産業創造機構」
など外部機関と連携した支援
態勢の構築を図ります。
・ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌において経
営改善支援への取組み状況・
実績などを公表します。

現在の体制を継続していく他、
・経営改善に係る金庫内研修
・経営改善手法の検討
・全信協の研修への参加
を実施します。
・また、経営改善支援への取
組み状況・実績についてﾃﾞｨｽｸ
ﾛｰｼﾞｬｰ誌で公表します。

・15年度と同様の取組みを継
続します。

（４）中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実施 ・現在、経営改善支援のための金庫内研
修、中小企業診断士の育成（１５年３月末で
２０名）に取り組んでいます。

取組み策等について「その
他関連する取組み」として
後段の「３」に記載してありま
す。

（５）「地域金融人材育成システム開発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」等への協力 ・「せいしんビジネスクラブ」において若手経
営者を中心として財務・経営管理能力向上
のため経営研究会を開催し、地域の後継者
養成に努めています。

取組み策等について「その
他関連する取組み」として
後段の「３」に記載してありま
す。

３．早期事業再生に向けた積極的取組み

 （３）デッド・エクイティ・スワップ、ＤＩＰファイナンス等の活用 ・デッド・エクイティ・スワップ（ＤＥＳ）、ＤＩＰ
ファイナンスとも充分な検討を行って来ませ
んでした。

・ＤＩＰファイナンスについては
静岡県信用保証協会の「事業
再生保証制度」を利用しての
取組みについて検討します。
・ＤＥＳについては、取組みを
しない方針です。

・ＤＩＰファイナンスについて静
岡県信用保証協会との意見交
換も含めた検討を行います。そ
の結果を受けて保証協会付で
のＤＩＰファイナンスの適用を検
討します。

・15年度と同様の取組みを継
続します。

（４）「中小企業再生型信託ｽｷｰﾑ」等ＲＣＣの信託機能の活用 ・ＲＣＣの信託機能を活用した再生手法につ
いては充分な検討がなされてきませんでし
た。

・手法の研究と適用可能性に
ついての検討を行います。

・手法の研究と適用可能性に
ついての検討を行います。

・15年度と同様の取組みを継
続します。

（５）産業再生機構の活用 ・産業再生機構が中小企業の再生をどのよ
うに行うかが現段階では不明です。

・当面は産業再生機構につい
ての情報収集を行います。

・産業再生機構の情報収集や
再生事例の研究を行います。

・本機構を利用した再生対象
先があるかどうか検討します。
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（６）中小企業再生支援協議会への協力とその機能の活用 ・静岡県中小企業再生支援協議会とは発足
時に情報交換を実施した他、他信金と合同
で担当者から活動状況や取組みについて
説明を受けました。

・金庫内で同協議会について
の説明会を実施します。
・同協議会との情報交換を行
います。
・お取引先に同協議会の説明
を行い、利用可能先について
検討します。

・金庫内で同協議会の説明を
行います。
・同協議会と定期的に情報交
換を行います。

・お取引先に同協議会の説明
を行い、利用可能先について
検討します。
・同協議会と定期的に情報交
換を行います。

（７）企業再生支援に関する人材育成（ターンアラウンド・スペシャ
リスト）の育成を目的とした研修の実施

企業再生支援に関する人材育成について
は金庫内で経営改善支援についての研修
を実施していますが、充分ではありません。

取組み策等について「その
他関連する取組み」として
後段の「３」に記載してありま
す。

４．新しい中小企業金融への取組みの強化

（１）ローンレビューの徹底、財務制限条項やスコアリングモデル
の活用等。第三者保証の利用のあり方

・融資審査においては多面的な角度から是
非を判断し、保全が充足しない場合でも融
資を実施しているケースもあります。また、保
証人の意思確認と内容の説明の徹底を図っ
ています。
・ローンレビューについても支店長を始めと
して営業係等の定期的な訪問によりお取引
先をよりよく理解するようにしています。

・お取引先の事業内容・資金
の流れについての理解を進
め、キャッシュフローを重視し
た融資に努めます。
・ローンレビューについては経
営改善支援課と支店長が連携
してよりお取引先の理解に努
めます。
・創業時の融資審査において
は経営相談部と融資部との協
力関係をより一層強化し、担
保・保証に過度に依存した融
資審査とならないように努めま
す。

・キャシュフロー重視のため「試
算表」「資金繰表」を重視した
審査を行います。
・経営改善支援課はお取引先
の改善計画の進捗状況につい
てより一層理解するよう努めま
す。
・融資部と経営相談部とで連
携して業界動向の把握に努
め、調査結果を営業店に還元
します。
・事業に着目した融資制度の
研究を行います。

１５年度の取組みを継続する
他、
 ・スコアリングモデルの研究結
果を基に活用策を検討しま
す。
 ・事業に着目した融資制度の
研究結果により商品化可能の
場合には対応します。

（３）証券化等の取組み ・売掛債権担保融資は、静岡県信用保証協
会の保証付で実施していますが、ＣＬＯ
（ローン担保証券）・私募債についての取扱
い実績はありません。

・売掛債権担保融資について
理解を深めます。
・ＣＬＯについては、当金庫単
独での取り組みは行いません
が、静岡県などがスキームを提
供すれば、参加を検討しま
す。
・中小企業の資金調達の多様
化について研究を行います。

・融資部内で中小企業の資金
調達の多様化について研究を
開始します。
・売掛債権担保融資について
営業店に説明会を行う他、お
取引先にも利用促進を図りま
す。

・１５年度と同様の取組みを継
続します。

（５）信用リスクデータベースの整備・充実及びその活用 ・三井情報開発の「信用リスク管理システム
（ＣＡＲＭ）」を利用して信用リスク管理を行っ
ています。その基本となる倒産確率などの
データはデータの有意性の観点から金庫内
の蓄積は行わずシステムに組み込まれてい
る東京商工リサーチのデータを利用していま
す。

・信用リスク管理の基本となる
倒産確率などのデータは今後
とも金庫独自の蓄積は行わ
ず、東京商工リサーチのデー
タを活用していきます。
・信用リスク管理の体制整備は
ある程度進んでいるので、今
後は計量化されたリスク量など
を如何に業務運営に活用して
いくかが課題となっています。

・信用リスク量を業務運営に活
かすためにＡＬＭ委員会のあり
方を検討します。
・必要に応じ、格付制度・格付
別金利について見直しを行い
ます。

・１５年度と同様の取組みを継
続します。
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５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化

（１）銀行法等に義務付けられた、貸付契約、保証契約の内容等
重要事項に関する債務者への説明態勢の整備

・貸付契約、保証契約等与信取引に関する
重要事項については説明を徹底していま
す。また保証人に対しても意思確認を徹底
しています。
・しかし、今般金融庁から示された説明義務
に関する事務ガイドラインと照らし合せると説
明内容・態勢面・規程等改善すべき事項が
あると認識しています。

「新しい中小企業金融の法
務」、改正事務ガイドラインを
踏まえ
  ・「信用金庫取引約定書」の
改訂
  ・与信取引に係る説明義務・
責任についての態勢・規程・
苦情処理態勢について整備を
していきます。
また、新態勢について営業店
への研修も実施していきます。

・「新しい中小企業金融の法
務」の研究、改正事務ガイドラ
インの検討を行います。
・与信取引に係る説明態勢の
整備を図るべくワーキンググ
ループを立上げて検討を開始
します。

・与信取引に係る説明態勢の
整備を完了させ、営業店への
研修を行います。
・「信用金庫取引約定書」の改
訂を実施します。

（２）「地域金融円滑化会議」の設置・開催 第１回「地域金融円滑化会議」に参加しまし
た。

・「地域金融円滑化会議」への
参加を継続します。
・同会議での他金融機関の事
例を基に当金庫の業務改善に
役立てていきます。

・「地域金融円滑化会議」への
参加を継続します。
・事例報告を関連部署へ回付
し、また研修に活用します。

・１５年度と同様の取組みを継
続します。

（３）相談・苦情処理体制の強化 ・苦情への対応整備を図るため平成１５年１
月に「苦情処理規程」を全文改訂しました。

・苦情を業務改善に活かすた
め苦情事例のフィードバックと
研修を実施します。
・苦情処理規程の見直しを定
期的に行います。
・与信取引に係る苦情を意識
した規程の変更を行います。

・コンプライアンス委員会への
苦情事例の報告を行います。
・店長会議・業務会議を利用し
て苦情事例のフィードバックお
よび研修を行います。
・苦情処理規程の見直しを行
います。
・与信取引の説明態勢整備の
ための「苦情処理規程」改正準
備を行います。

１５年度と同様の取組みを行う
他、与信取引の説明態勢整備
のための「苦情処理規程」の改
正を行います。

「機能強化計画」の計画およ
び進捗状況について半年毎に
当金庫ホームページで公表し
ます。

半年毎に進捗状況について当
金庫ホームページで公表しま
す。

半年毎に進捗状況について当
金庫ホームページで公表しま
す。

６．進捗状況の公表
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Ⅱ．各金融機関の健全性の確保、収益性の向上等に向けた取組み

１．資産査定、信用リスク管理の強化

（１）①適切な自己査定及び償却・引当の実施 ・自己査定に関する規程・マニュアルの整
備・改訂は行ってきているものの、運用面に
おける財務分析・現況把握等が充分とは言
い切れずお取引先の実態把握不足や自己
査定基準の適用に改善の余地があると認識
しています。

査定精度向上を目的として規
程類の改訂を行う他、お取引
先の更なる実態把握ができる
よう研修や臨店による指導を
強化します。

・自己査定関連の規程・マニュ
アルの一部改訂を行います。
・研修・臨店指導を行います。

・１５年度と同様の取組みを継
続します。

（１）②担保評価方法の合理性、処分実績からみた評価精度に
係る厳正な検証

・不動産担保評価については、「不動産担
保の評価基準」「不動産担保評価取扱いマ
ニュアル」を定め厳格に実施しています。
・処分実績については、過去３年程度の
データを蓄積し、評価額と処分額の検証を
行っています。

・今後とも評価額と処分額の
データ蓄積を図っていきます。

・処分額データの蓄積を行っ
ていきます。
・システム上のﾊﾞｰｼﾞｮﾝアップ
が必要であれば検討していき
ます。

・１５年度と同様の取組みを継
続します。

（１）③金融再生法開示債権の保全状況の開示 平成１１年度決算分よりﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌に
おいて金融再生法開示債権の保全状況を
開示しています。

・引き続き保全状況の開示を
行いますが、１５年９月期より半
期情報開示においても保全状
況について開示していきます。

・半期開示を含め金融再生法
開示債権の保全状況を開示し
ていきます。

・１５年度と同様の取組みを継
続します。

２．収益管理態勢の整備と収益力の向上

（２）信用リスクデータの蓄積、債務者区分と整合的な内部格付
制度の構築、金利設定のための内部基準の整備等

・内部格付制度については１３年１０月より実
施しており、自己査定の債務者区分との整
合性も取れています。
・金利設定のための内部基準についても１４
年１０月から短期金利について信用格付と保
全状況を加味して設定しています。
・信用コストについては独立採算制度と業績
評価制度に織り込んでいます。
・信用リスクの計量化についても信用コストと
信用ＶＡＲの算出をしています。

・信用リスク管理についてある
程度のインフラ整備は進んで
いるので、今後は把握したリス
ク量の業務運営への活用を如
何に図るかに取り組んでいきま
す。
・信用格付制度・格付別金利
設定について必要に応じ改善
を図っていきます。
・お取引先別採算制度の確立
を図っていきます。

・リスク量を業務運営に活かす
ため、ＡＬＭ委員会のあり方を
検討します。
・必要に応じ信用格付制度お
よび格付別金利設定の見直し
を行います。
・お取引先別採算制度を検討
します。

・リスク量を業務運営に活かす
ため、ＡＬＭ委員会のあり方を
検討します。
・必要に応じ信用格付制度お
よび格付別金利設定の見直し
を行います。
・お取引先別採算制度を試行
します。

３．ガバナンスの強化

（２）①半期開示の実施 １４年９月より実施済みです。 開示内容の充実を図っていき
ます。

開示内容の検討を行い、半期
開示を充実した形で実施して
いきます。

・１５年度と同様の取組みを継
続します。

（２）②外部監査の実施対象の拡大等 外部監査につては、平成９年６月に「監査法
人トーマツ」と契約し、監査を受けています。

当面、外部監査については
「監査法人トーマツ」の監査
により進める方針です。

（２）③総代の選考基準や選考手続きの透明化、会員・組合員の
意見を反映させる仕組み等の整備

総代会の運営については現状、円滑に運ば
れていますが、更なる充実と情報開示が必
要であると認識しました。

・総代選考基準及び総代会傍
聴制度についてﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ
誌に掲載します。
・会員からの意見を広く求め、
総代会運営に反映します。

・総代選考基準及び総代会傍
聴制度についてのﾃﾞｨｽｸﾛｰ
ｼﾞｬｰ誌に掲載の準備をしま
す。
・会員からの意見を広く求めま
す。

・総代選考基準及び総代会傍
聴制度についてﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ
誌に掲載します。
・会員からの意見を広く求めま
す。

（２）④中央機関が充実を図る個別金融機関に対する経営モニタ
リング機能等の活用方針

・当金庫の経営課題を明確に
するため信金中央金庫の分析
データを有効活用する他、経
営相談機能の活用も必要に
よって図ります。

（静清信用金庫）



４．地域貢献に関する情報開示等

（１）地域貢献に関する情報開示 ・信用金庫として本業での地域貢献、社会・
文化的地域貢献ともに重要と認識しており、
ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌においてその内容を開示し
ています。
・しかし、当金庫の地域貢献の内容が地域
の方に真に役立っているかを検証し、また情
報開示の仕方も体系的にする必要があると
認識しています。

・地域貢献活動の内容を検証
し、真に地域の方に役立つ地
域貢献を目指します。
・全信協から示された開示例
に基づき地域貢献に関する
ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰを充実させま
す。
・半期情報開示にも地域貢献
に関する事項を記載します。

・地域貢献に関するアンケート
調査を実施します。
・１４年度の地域貢献に関する
内容を記載した「地域貢献ﾃﾞｨ
ｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌」を発行します。
・半期ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌にも地
域貢献の内容を記載します。
（１５年度上期分）
・地域貢献の内容を検討しま
す。

・ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌に地域貢献
に関する情報を記載します。
・半期ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ誌に地域
貢献の内容を記載します。
（１６年度上期分）
・地域貢献の内容を検討しま
す。

５．法令等遵守（コンプライアンス）

行員による横領事件等、金融機関と顧客等とのﾘﾚｰｼｮﾝｼｯﾌﾟに
基づく信頼関係を阻害するおそれがある問題の発生防止

平成１１年２月にコンプライアンス態勢構築
発議後、組織面の整備、規程の整備、研修
の実施、コンプライアンスプログラム策定・実
践、実践状況の評価など態勢整備を実施
し、定着化も図られています。

３．その他関連する取組み

Ⅰ－３－（７）
企業再生支援に関する人材（ターンアラウンド・スペシャリスト）の
育成を目的とした研修の実施

Ⅰ－２－（４）
 中小企業支援スキルの向上を目的とした研修の実施

Ⅰ－１－（２）
企業の将来性や技術力を的確に評価できる人材の育成を目的
とした研修プログラム（目利き研修）の実施

①総合的な融資能力向上に関する研修（庫内）の継続実施。
②業界団体（全信協など）の実施する集合研修への派遣。
③上記②の受講者が講師となり、庫内研修の実施。
④民間会社の実施する通信講座導入の検討。
⑤業種を絞り、取引先企業内での研修（視察）実施を検討。
⑥しずおか産業創造機構への出向者継続派遣。
⑦中小企業診断士の育成。

①総合的な融資能力向上に関する研修（庫内）の継続実施。
②せいしんビジネスクラブの経営研究会（ベーシックコース）への派遣。
③業界団体（全信協、県協会など）の実施する集合研修への派遣。
④民間会社の実施する通信講座導入の検討。
⑤業種を絞り、取引先企業内での研修（視察）実施を検討。
⑥しずおか産業創造機構への出向者継続派遣。
⑦中小企業診断士の育成。

①業界団体（全信協など）の実施する集合研修への派遣。
②民間会社の実施するセミナーへの派遣。
③民間会社の実施する通信講座の導入検討。

Ⅰ－２－（５）
中小企業等の財務・経営管理能力向上を支援

・せいしんビジネスクラブ（ＳＢＣ）は２コースの経営研究会を年間6回、延べ12回開催して経営者支援・後継者養成に努めています。
・経営研究会は経営基本を総合的に習得するベーシックコースと幅広く経営管理能力向上を図るアカデミーコースの２コースからなっています。
・海外視察・国内視察・各種セミナーを通じて経営のクオリティーアップを図っています。
・各種情報提供を行い、ビジネスマッチングによるビジネスチャンス拡大を図っています。
・当金庫職員の中小企業診断士が会員企業の求めに応じ個別経営診断を行っています。

項　　　　　目 具　体　的　な　取　組　み

（静清信用金庫）


